
百寿及び米寿祝品贈呈業務仕様書 

 

（１）業務名  

    百寿及び米寿祝品贈呈業務  

（２）業務の目的  

    満年齢１００歳（百寿）に達する高齢者及び満年齢８８歳（米寿）に達する高齢者（以下「支

給対象者」）に対し、祝品を贈呈することにより敬老の意を表し併せてその福祉の増進を図る。 

（３）敬老祝品  

カタログギフト（ 例：食器・花器・寝装具等掲載 ） 

① 百寿 

・５，０００円（税込）以上のコース ※ システム料、配送料、包装料等の費用一切を含む。 

・掲載されている商品の価格は ４，０００円（ 税抜 ）以上であること。 

    ② 米寿 

・２，５００円（税込）以上のコース ※ システム料、配送料、包装料等の費用一切を含む。 

・掲載されている商品の価格は ２,０００円（ 税抜 ）以上であること。 

（４）数量  

   ① 百寿  予定数量  ２６個 （ 昨年実績  １８個 ） 

  ② 米寿  予定数量 ４４０個 （ 昨年実績 ３７１個 ） 

（５）仕様  

・熨斗は内熨斗蝶結びとし、「 御祝 」 ,「 香芝市長（介護福祉課） 」と記載すること。 

・敬老祝品は箱入りとする。（包装紙の指定無し ） 

・香芝市（以下、「本市」という。）が用意した挨拶状を入れること。 

（６）発送等  

・本市が提供する対象者リストに基づき、令和７年９月１５日から令和７年９月末日までの期間

に支給対象者宅へカタログギフトを発送すること。 

・宛先不明等により令和７年９月末日までにカタログギフトを発送できなかった場合も、本市と

確認調整のうえ、再発送を図ること。 

・支給対象者から申し込みに関する問い合わせがあった場合は、可能なかぎり対応をすること。 

・カタログギフトの発送後、令和７年１２月末日までに申込がない対象者に関しては、本市が指

定する代替商品を発送すること。 

（７）事業実績書の提出  

・事業実績書（配達状況・商品回答状況等を記載したもの）を、令和８年３月２日までに本市に

提出すること。 



   ・事業実績書の提出時に、本市が提示した支給対象者名簿を返還すること。 

 

（８）その他  

・契約は単価で締結する。 

・この仕様書に定めのない事項は本市と協議し定める。 


